
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
〇　いよいよ平成２７年１０月以降、皆さまひとり１人の住民票の住所地にマイナンバー（個人番号）
が「通知カード」により通知されます。

〇　「通知カード」は、自身の個人番号を通知するカードであり、平成２８年１月からは身元確認とともに、
社会保障・税・災害対策における各手続において個人番号の記載・確認を求められることとなるほか、
同じく平成２８年１月から申請により交付開始となる「個人番号カード」の受領の際に返納する必
要がありますので、大切に保管してください。

〇　「個人番号カード」の交付を希望される方は、郵送された「通知カード」の下に付いている「個人番
号カード」交付申請書により、申請を行ってください。

〇　「個人番号カード交付申請書」には、「通知カード」に記載の住所、氏名、生年月日、性別が印字さ
れている他、申請者の署名、電話番号、「個人番号カード」への点字表記希望の有無、「個人番号カード」
に搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔写真貼付欄がありますので、必要事項を記
入し顔写真を貼付のうえ、紙から切り取り、同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請し
てください。なお、「個人番号カード」の交付申請はスマートフォン等でも行えます。

№７

マイナンバーについてのお問い合わせ先
全国共通ナビダイヤル　０５７０－２０－０１７８
営業時間：平日９時30分～17時30分（土日祝日・年末年始を除く。）

マイナンバー

「通知カード」
※切り離して利用できます

「個人番号カード交付申請書」

オモテ面（案） ウラ面（案）

財政の健全化に関する法律に伴う健全化判断比率財政の健全化に関する法律に伴う健全化判断比率財政の健全化に関する法律に伴う健全化判断比率
　平成19年６月に『地方公共団体の財政の健全
化に関する法律』が施行されたことにより、平成
19年度決算から健全化判断比率の指標を公表
することになりました。
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　健全化判断比率が早期健全化基準を１つでも上回ると財政健全化計画の策定が義務付けられます。
また、財政再生基準を１つでも上回ると国の管理下で財政再建することとなります。

①実 質 赤 字 比 率：普通会計（一般会計＋診療所会計）の実質赤字額が標準財政規模に占める割合
②連結実質赤字比率：普通会計と特別会計（国保・後期高齢・介護・簡水・下水道）の実質赤字額の合

計額が標準財政規模に占める割合
③実質公債費比率：一般会計だけでなく、特別会計や一部事務組合の負担分も含む公債費（借入金の

返済）が標準財政規模に占める割合
④将 来 負 担 比 率：一般会計や特別会計及び一部事務組合の将来負担すべき負債（公債費や債務負担

行為額及び職員の退職金など）が標準財政規模に占める割合
⑤資金不足比率（下水道、簡易水道）：公営企業の資金不足額（下水道・簡易水道：実質赤字額）が事

業規模（営業収益－受託工事収益金）に占める割合
　標 準 財 政 規 模：地方税や譲与税など地方自治体の標準的な税収入と普通交付税や臨時財政対策債

の合計額

平成 26年度の幌延町財政健全化判断比率の状況
①実 質 赤 字 比 率：一般会計・診療所会計とも赤字決算ではないため、該当しません。
②連結決算赤字比率：各会計に赤字額や資金不足額が発生していないため該当しません。
③実質公債費比率：国の示す早期健全化基準を下回り、健全性を維持しています。
④将 来 負 担 比 率：将来負担すべき負債額が負債額に充当可能な財源を下回っているため該当しません。
（充当可能な財源：簡易水道以外の基金残高、公営住宅料、放牧料、公債費残高に伴う普通交付税算入額）
⑤資 金 不 足 比 率：公営企業に資金不足額が発生していないため該当しません。

平成26年度決算
幌延町の電源三法交付金の使い道幌延町の電源三法交付金の使い道

４,９２４,１５６円

２,６２８,９２１円

７５８,５８０円

２,１８８,４９８円

７７,０００,０００円

９,５００,０００円

２３,５００,０００円

４４,５７３,３０８円

①電源立地地域対策交付金
●幌延町立診療所運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・

●幌延町保健センター運営事業 ・・・・・・・・・・・・

●幌延町立保育所運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・

●北留萌消防組合幌延支署運営事業 ・・・・・・・・・・

②広報・調査等交付金 1,050万155円

１億5,457万3,308円

●エネルギー関連施設見学会・・・・・・・・・・・・・・

　　・参加人数：小中学生15人、引率職員6人　　見学先：泊村

　　・参加人数：小中学生30人、引率職員6人　　見学先：東海村

●深地層の研究等広報事業・・・・・・・・・・・・・・・

●議員視察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●資料収集業務等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※福祉サービス充実のため、幌延町立診療所・幌延町保健センター・幌延町立保育所・北留萌消防組合幌延支署の職員人件費に、
それぞれ電源立地地域対策交付金を充当しています。

※原子力発電と深地層研究施設に関する知識の普及に関する調査及び研修並びに連絡調整に関する事業に広報・調査等交付
金を充当しています。
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